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□平氏政罹への反発
①急速に要力をのI#した平氏は、く1. >ゃ院近臣らガら反慈を

うけた。 (2 )年院近臣の <3. >ゃ僧の<.if.. >らが庶都

郊外の(5:. )で平氏打1到をは和、失敗捻畢件がおこ菜。

®この (6. )に対してく7. >は 3.4ら平氏に反発蕊
もりこ

者を厳しく処罰した。 1 に指しては罪を問わな力‘ったが同年6月に鼓の盛子力｀：

唄に長殿く8. >が相次いで亡くなリ、 71むショカを臆仕な力‘った。そんな

砕‘`11本 7と相談もせず2人の持::,ていた領土を没収するなと、したので、 7は激

恕し、 1 を (9. )に幽閉しで、 (10. )した。

®さらに聖年 (7)は、仕良の徳子が生んだ当時3歳のくI I. >(!)阿位

を実現させ、天皇の外祖父として華力を謬琴さこのことは疇•北領を含む

反知影勢力の結集をうながすことになった。

|(1)平清器は 1侶0年との天皇の外祖父‘とな‘った力‘? ( ) 

回源平雌乱～平疇痰亡

①このl1拒勢をみた後白河法皇の皇子くl2. >は 1ぽ芹頭．平氏打倒の

翻をつながすぷ盲を発し、畿内に基磐をもっ源氏の <13. >とともに挙＃
したが敗死した。

(1)源膵政と平氏打仔1の＃をあげた後白河法皇の皇子戸（ ) 

①このあと平氏は、訂論苔箔りに近ぃ摂津国の（lム． ）に遷巷し麟‘プ寺院
ゃ青族たちの反対で半年後に再び京都に戻よた。この固（IQ)(/)令旨に応じ｀た

<(5. >が（（6 ）で、 <17. >が木曽で挙兵し、塁哺釘に

ゎt~る全国的な内乱とな来。これを (18. )という。

(l)平潰盛が180年にと•こに都左移したか？
(2)以仁王の呼び力‘けに応し‘.、伊豆で挙兵した人物は？
(3)(2)と同様に、イ言濃の木曽で挙兵した人物1本？

((( j̀)‘j 



®l18唄8月くI!>.. >い靡薗（三）の (19. ) 

に敗れたが：この後源氏ゆガりの（勾． ）に本拠地を豆 (2l. ) 

で•平氏を破某。そして価豪閃を続制謬（田． ）這置した。

亨ー=記叩藁ー大配：三
(.2) 118頃にお氾昧豫索人の統率・軍専•警察の任にあた哀機蘭ば？

() 
I 

®一方、平氏政権に反院した（お． ）［奈良］の (2午． ）・（店 ) 

なと•(/)大寺院を、 I18誨12月、く~6. >が焼失古歪。これを

(27. )といいのちにそれらが復興するな力‘で新しい寺院建造ゃ
仏像彫刻が生まれた。

®翌平の 1(81年2月に、く7. >が急死し、4月には（お． ) 

が起こり、平氏の基璽冠尻体化した。そんな状泥で（匁． 拝5月、くl'1． >
は（初． ）で平氏を破って北陸ヵも入尽し、平氏は

く I f. >を連れで西国↓孔寄落ちした。

⑥このときくIS. 注京巷の後白河法隼交渉し、嘉製二牢十月の曇畠
によリ、 (31. )澳海道・棄直）を鞄証女た。そして、 (17)が法皇改拉：

するようになると、 (15) は法皇の雫讀•左受け．弟の＜32. ＞•く辺 >
を輝に送ズ (17)を言寸たせた。（ 1（桝年 1月）

⑦空に（32)· (33）の軍は、 I昭年2月には摂津の（％． ）、ついで窓平
の 118芦2月には謂岐の（お． ）で平氏を破リ、は6. )年3月に、
(37 )国［山口］で行われた（38. )で平氏を滅亡迂た。

このとき、 (l1)は叉如霞奇星の三種の神緊のうち令ぼ｀失わ疇。
叫昭年2月に摂津国に負結した平氏の軍が殿れた聡ぃき？

() 
(2) l 18幸2月讀岐国の平氏軍を源氏軍が奇襲し、敗走させた較認？

() 
(3)118幸3月I~簑門国で行われた平氏が滅亡した聡いを？（ ) 
（以I)"-(3)で活躍した頓鞘の弟を2人あ1-f.ょう。（ ）・（ ) 



回鎌倉幕府の成立
①<,~. >1~、平氏追言打をすすめる一方で．関東の荘園・公領を支配し、

武士たちとの間に主従胴係を結んで（叩． ）としで結織し、新しい政権

をつくりあげてい某。 1180年の挙＃後誌なく、 (3q)統制のための（21. ）を

釦（四）の長官であ畔唱には有力（初の＜如． ＞を任し‘、た。

|(1)侍所の初代別当I#? ( )| 

®1183年に平氏が巷落ちすると、（Is)は後白河法皇に乗国の支配濯g輿めで

もら某がこれを（4t. )と＼＼う。そして、翌1[8伸手には、一銀政務浩

担当す~ (~2. ）［後の（伶． ）］を詣け、百褒官僚であ表く仔 > 
を別当に任し＇、、同年衷評4事務を司る（佑． ）も設け、下彼官倍の

<46. 哀裁事［吾官］に任し‘‘た。

叫臼におガ盗鳴疇ゃ財政を司る機間1~? ( ) 

(2)(1)は 1191年頃に何逸称を変え認的 ( } 
(3) II糾年にお力れ怠裁判業務を司る機関は？ ( 

ｮ(36. )年、平氏の｝威亡後、 (l!:r)の強大化を窓れた後白河法皇は、く33. > 
に (lb)の追計を命じ‘た。 (33)は挙兵したが失敗し．（何． ）を顆某。これ

に対し (15)は、京春に軍を送文法皇に (33)追言寸の悦匿を出迂、（お）追討認麟
諸国に（栂 ）を荘園ゃ頌等には (49. )を任命捻罹利や 1段紐り

呼が切 ）を徴収謬罹刹なとを獲得した。こうして、 (IS)は全国的な軍裏

警察罹を獲得し、（H． )が成立した。

(1)118寺淵嘩朝が対立した義経の追言寸を名目として国ごとに茜習したも(J)
と荘園・公緬1遠設置し誌のは？ 回（ ) 荘園・公囃：（ ) 

＠追われた (33)は、（初のもとに追げ込社、 3代目の藤原秀像和が33)を保護したガ、、

子の4代目<62. >は、 (15)の蕗いを悉れて［昭年に (33)を滅I~した。

その直後 (33)をガくま某として (15")は（臣）を討ち（町． ）を滅ぼし、

麟·出羽2国を支配し、（53. ）を設置した。（挽 ）年には後白河法皇

応（蕊． ）に任ぜられ、う去皇が没すると（拓 ）年 1こ、弟暉派の展白

<聟 >(J) 1蒜たらきで、（蒻． ）に任命され名実ともI~ (s-1)が碇坦。
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